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下郷小学校いじめ防止基本方針 
 

平成２６年３月１０日策定 

令和 ４年３月３１日改定 

令和 ５年３月３１日改定 

１ いじめ防止に向けた学校の考え方 

（１）いじめの定義 

 「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童や、塾やスポーツクラブ等

当該児童が関わっている仲間や集団（グループ）など、当該児童と何らかの人間関係を指す。 

 また、「物理的な影響」とは、身体的な影響の他、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理

させられたりすることなどを意味する。 

いじめを受けた児童が「心身の苦痛を感じているもの」をいじめと定義し、いじめを受けた児童の立場に立

ち、いじめを広くとらえる。 

 

（２）いじめ防止等に向けての基本理念 

   全ての子どもはかけがえのない存在であり、社会の宝である。子どもが、健やかに成長していくことは、

いつの時代も社会全体の願いであり、豊かな未来の実現に向けて最も大切なことである。 

  子どもは、人と人との関わり合いの中で、自己の特性や可能性を認識し、また、他者の長所等を発見する。

互いを認め合い、誰もが安心して生活できる場であれば、子どもは温かい人間関係の中で自己実現を目指し

てのびのびと生活できる。しかし、ひとたび子どもの生活の場に、他者を排除するような雰囲気が形成され

れば 、その場は子どもの居場所としての機能を失い、いじめを発生させる要因ともなりかねない。子ども

にとって、いじめはその健やかな成長への阻害要因となるだけでなく、将来に向けた希望を失わせるなど、

深刻な影響を与えるものとの認識に立つ必要がある。 

 

 

 法第２条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して当該児童等が在籍している等当該児童等と

一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものも含む）であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」をいう。 

 ①いじめはどの集団にも、どの学校でも、どの子どもにも起こる可能性がある最も身近で深刻な人権侵  

害案件である。 

 ②いじめを防止するには、特定の子どもや特定の立場の人だけの問題とせず、広く社会全体で真剣    

に取り組む必要がある。 

 ③子どもの健全育成を図り、いじめのない子ども社会を実現するためには、学校、行政機関、保護者、  

地域など、市民がそれぞれの役割を自覚し、主体的かつ相互に協力し、活動をする必要がある。 

 ④子どもは、自らが安心して豊かに生活できる社会や集団を築く推進者であることを自覚し、いじめを  

許さない子ども社会の実現に努める。 
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２ いじめ防止対策委員会の設置 

 （１）委員会の構成員 

   「定期委員会」 心の育成推進プラン担当者・全職員  

      「臨時委員会」  校長、副校長、教務主任、児童支援専任、養護教諭、学年主任、該当学年 

                     （必要に応じて心理や福祉等の専門家の参加を求める。） 

（２）委員会の運営 

  ・毎月、心の育成推進プラン担当者で「校内児童指導委員会」「学校いじめ防止対策委員会」を開催す 

る。また、毎週の職員打ち合わせ内で情報を共有する。 

   ・「いじめの疑い」を察知した段階で、直ちに委員会を開催し、適切な対応を行う。 

・委員会では学校としての組織的な対応方針を決定する。 

・校長は、学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・保管し、進捗の管理を行う。  

 

 （３）活動内容 

   ①未然防止 

   ・いじめの未然防止のために、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり。 

  ・学校いじめ防止対策委員会の存在及び活動を児童、及び保護者に周知。 

 

  ②早期発見・事後対処 

   ・いじめの相談・通報の窓口の設置。 

  ・いじめの早期発見、事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動にかかる情報の収集     

と記録、共有。 

   ・いじめ（疑いを含む）を察知した場合には情報の迅速な共有、関係児童に対するアンケート調査、聴き

取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う。 

   ・いじめを受けた児童に対する支援、いじめを行った児童に対する指導の体制、対応方針の決定と保護者     

との連携といった対応を組織的に実施。 

 

 ③取り組みの検証 

   ・学校いじめ防止基本方針に基づく年間計画の作成・実行・検証・修正。 

   ・学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、校内研修の企画と計画的な実施。 

  ・学校いじめ防止基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検と学校いじめ防止     

基本方針の見直し。(PDCA サイクルの実行を含む。) 

・学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付ける。 

・作成した下郷小学校いじめ防止基本方針をホームページへ掲載し、保護者や地域住民が下郷小学校いじ

め防止基本方針の内容を確認できるようにする。 
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３ いじめの未然防止、早期発見・事案対処 

（１）いじめの未然防止 

＜一人一人が安心して学校生活を送ることができるようにする。＞ 

 ・全職員がどの子どもに対しても同じ指導、支援を行う。下郷小学校「学校生活のすごし方」にのっとった

指導、支援について随時、子どもの実態を踏まえ確認、共有する。 

  ・教師は、どの子どもにも分かりやすい授業を心がけ、工夫して実践する。授業研究会、自主的な他学級   

の参観、また、幼稚園保育園、及び中学校の授業参観を通して、研鑽を積むようにする。 

 ・学級としての集団づくり、及び他学年との「縦割り班活動」の機会を大切にする。そのために、特別活動

や道徳教育、人権教育を充実させ、また、学級集会や委員会など、子どもの自主的な活動に教師が積極的

にかかわり、適切な指導、支援にあたる。 

  ・「子どもの社会的スキル横浜プログラム」に関する研修を行い、活用例を紹介し合ったり実施後の分析   

をしたりする。 

・学校教育目標の「みつけよう」「ひろげよう」では、自分や相手のよさをみつけたり、協働的に取り組ん

だりといった活動を通して、子どもの自己有用感や自己肯定感が高められるよう努める。また、「下郷レ

インボー」では、集団と関わる力や多様性の尊重・寛容性を育む教育を展開していく。 

・情報モラル教育による子どもの意識の向上に努める。 

 

（２）いじめの早期発見 

 ＜いじめを見逃さない、教職員と子どもの見る目と心を養う。＞ 

 ・毎月行う、担当者による「校内児童指導委員会」「学校いじめ防止対策委員会」、職員会議、日常におけ

る子どもに関する情報交換において、困っている子ども、配慮を要する子どもを全職員で共通理解する。 

・けんかやふざけ合いであっても、児童の気持ちに着目し、背景にある事情の調査を行う。いじめを受けて

いても、本人がそれを否定する場合があることや、仮に軽微に見える事でも苦痛が累積する場合があるこ

とを踏まえ、子どもの表情や様子をきめ細かに観察するなどして確認する。 

・定期的なアンケート（ＹＰアセスメントやレインボーアンケート）を行う。結果に応じて子どもの実態  

に合わせ、担任、児童支援専任が指導、支援にあたる。「校内児童指導委員会」において共有化を図る。 

 ・スクールカウンセラーに学級を参観してもらい、アドバイスを受け、それを参考に実践する。 

 ・地域療育センターのコンサルテーションを行い、子どもの様子から手立てのアドバイスを受け、実践する。 

 ・「教育相談」の案内を保護者に広く知らせ、随時実施する。必要に応じて地域療育センター、子ども家   

庭支援課等の諸機関を紹介する。 

 ・インターネットを通じたいじめへの実態や対応方法について、教職研修会を実施する。 

 

（３）いじめに対する措置 

 ＜当該児童を第一に考え、迅速かつ的確な措置を行う。＞ 

 ・いじめの認識後、素早く管理職、教務主任、関係する児童の担任、児童支援専任等のチームを組織する。 

 ・事実確認の方法、当該児童、関係児童、及び保護者への対応等をチームで決定し、対応する。 

 ・いじめの事実や対応の見通しについて全職員（いじめ防止対策委員会）で共通理解を図る。 

 ・いじめの事実について、児童、保護者への報告を行う。 

・いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、学校、児童、保護者で一体となってその改善を図り、ス

トレス等に適切に対処できる力を育む。 

・いじめを見ていた子たちに対しても、学級全体で話し合うなど自分の問題として捉えさせる。いじめを止

めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気をもつよう伝える。また、同調していた子に対しては、

それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。 
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 ・いじめが犯罪行為にあたると認められたり、重大事態に発展したりすることを想定し、管理職の判断   

で警察署等関係機関、専門機関との連携を図る。 

 ・インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をと

る。名誉毀損やプライバシー侵害等があった場合、プロバイダは違法な情報発信停止を求めたり、情報を

削除したりできるので、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じる。 

・いじめの問題等に関する指導記録を保存し、進学・進級や転学に当たって、適切に引き継いだり情報提供

したりできる体制をとる。 

 

（４）いじめの解消 

少なくとも次の二つの要件が満たされている必要があること。 

・いじめの行為が少なくとも３ヶ月（目安）止んでいること。 

・当該児童が心身の苦痛を感じていないこと。 

  ※いじめ解消に至るまで当該児童の安全・安心を確保する。支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含 

む対処プランを策定し、確実に実行すると共に支援を継続する。 

 

（５）教職員等への研修 

 ・『「いじめ」根絶横浜メソッド』を使用し、いじめの定義、原因や背景、対応と未然防止について、具体  

的な事例を通して研修を行う。 

 ・いじめ防止対策委員会を中心に、いじめを見逃さない職員の資質の向上を目指し、計画的に研修を実施す

る。 

・教職員の認識や言動と子どもの受け取り方に関する研修を行い、適切な指導の在り方を振り返る。 

・特別支援教育（ユニバーサルデザイン、自閉症、障害をもつ児童、外国につながる児童、性同一性障害や

性的指向・性自認に係る児童等）に関する研修を実施し、理解を深める。 

 

（６）学校運営協議会（まちとともに歩む懇話会）等の活用 

 ・アンケート調査の結果やいじめ問題、学校が抱える問題を共有し、連携協働して取り組む。 
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（７）取組の年間計画 

    取組内容 

 月 ＜校内＞ ＜保護者・地域関係＞ 

  ４月 年間計画と重点指導内容等の確認、引継ぎ 

特別支援教育全体会 いじめの定義・児童理解 

「学校生活の過ごし方」 指導 

学校説明会、懇談会等で基本方針説明 

  ５月 「いいところみつけ」 

第１回 いじめ記名式アンケート実施 

学家地協総会 

  ６月 ＹＰアセスメント実施①  

  ７月 横浜子ども会議➀（南戸塚中学校区３校にて実施） 

児童理解研修（いじめに関わる研修） 

必要に応じて個人面談 

  ８月 人権研修・特別支援教育研修 

横浜子ども会議②（戸塚区子ども会議にて取り組み発表） 

 

  ９月   

１０月 後期に向けての取組方針確認 個人面談 

１１月 人権週間「言われて嬉しい言葉を増やそう！」 

いじめ解決一斉キャンペーン実施 

教育懇談会（南戸塚中学校区３校にて実施） 

南戸塚中職員授業見学 

「いいところみつけ」 

 

１２月 いじめ防止取組月刊の取組 

第２回 いじめ記名式アンケート実施・集計・考察・周知 

ＹＰアセスメント実施② 

 

  １月 レインボーアンケート（児童による学校評価）実施 児童指導委員会による面談 

  ２月 幼保、中との児童情報引継ぎ 

南戸塚中職員授業見学 

 

  ３月 年間のふり返り 特別支援教育全体会 個人面談 

年間 校内児童指導委員会・学校いじめ防止対策委員会 

（月１回・随時） 
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４ 重大事態への対処 

（１）【重大事態の定義】 

 いじめ防止対策推進法第２８条第１項においては、いじめの重大事態の定義は「いじめにより」当該学校

に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」（同項第１号）、

「いじめにより」当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが

あると認めるとき」（同項第２項）、「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申

立てがあったとき」（法第 28 条第１項）とされている。「相当の期間」は、年間 30 日を目安としている。

ただし、日数だけでなく、児童の状況等、個々のケースを十分把握する。  

 

（２）【発生の報告】 

  学校は、重大事態が発生した場合（疑いを含む）は直ちに教育委員会に報告する。 

 

 

５ いじめ防止対策の点検・見直し 

 学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年１回点検を行い、必要に応じて組

織や取組等の見直しを行う。（ＰＤＣＡサイクル） 

  必要がある場合は、横浜市いじめ防止基本方針を含めて見直しを検討し、措置を講じる。 


